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証券コード　2164
平成30年11月13日

株 主 各 位
千葉県船橋市湊町一丁目１番１号
株 式 会 社 地 域 新 聞 社
代表取締役社長 近 間 之 文

第34期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第34期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいま
すようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数な
がら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示
いただき、平成30年11月27日（火曜日）午後６時までに到着するようご返送くださいますようお願
い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 平成30年11月28日（水曜日）午後３時
２．場 所 東京都千代田区丸の内三丁目５番１号

東京国際フォーラム　ガラス棟会議室Ｇ６１０
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第34期（平成29年９月１日から平成30年８月31日まで）事業報告及び連結計

算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第34期（平成29年９月１日から平成30年８月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 取締役６名選任の件
第２号議案 監査役２名選任の件

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い
申しあげます。
　なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インタ
ーネット上の当社ウェブサイト（アドレス　http://www.chiikinews.co.jp）に掲載させていただきます。
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（提供書面）

事 業 報 告

(平成29年 9 月 1 日から
平成30年 8 月31日まで)

１．企業集団の現況に関する事項
(1) 事業の経過及びその成果

　当連結会計年度における我が国経済は、企業収益、雇用・所得環境の着実な改善が見られ、緩
やかな回復基調が続いています。また、個人消費におきましても、海外の経済状況や金融資本市
場の先行きが不透明な中、緩やかな持ち直しの動きが続きました。しかしながら、米国政権や近
隣諸国の政策運営や地震や大雨による自然災害による社会情勢や環境への不安の高まりから、依
然として景気の下振れに注意が必要な状態が続いております。
　当社グループの属するフリーペーパー・フリーマガジン市場は、WEBやSNSをはじめとした広
告媒体の多様化により、顧客の獲得や価格競争など、依然として厳しい経営環境が続いておりま
す。このような状況の下、当社グループの基盤事業である新聞等発行事業は、平成30年８月末現
在で、１都４県73エリアで73版を発行、週間の発行部数は約298万部となりました。
　新聞等発行事業における地域新聞社の施策におきましては、営業活動の質を高める施策として、
平成28年９月より設置した効果向上支援室にて広告効果の事例を集積し、研修等で広告効果を高
める取組を実施しております。また、平成29年11月よりスタートした、読者向けに特化したサ
イト「ちいき新聞web」は順調にPV数を伸ばしており、「ちいき新聞」紙面とWEBサイト「チ
イコミ」を繋ぐ役割として機能しております。
　ショッパー社の施策としましては、「地域新聞ショッパー」をより地域に密着した媒体へと進
化発展させていくためにface to face営業の強化と中途採用の営業社員の育成に力を入れており
ます。また、採算性についても注視し、経営資源を効率的に活用してまいりました。
　折込チラシ配布事業におきましては、地域新聞社だけでなくショッパー社においても、それぞ
れの地域にカスタマイズされた独自の地図情報システム（GIS）を活用することにより、広告主
の顧客ターゲットが明確となり、効率的かつ広告効果の最大化を図るサービスを実現することが
できました。
　その他事業につきましては、WEB事業部にて行っているホームページ制作業務が、手頃な価格
で自社のホームページを作成したい、地場の顧客の需要をとらえ拡大しております。また、平成
29年10月には地域新聞社主催による大相撲巡業（大相撲八千代場所）を実施し、地域の方に喜
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んでいただけただけでなく、イベント事業を行う貴重な経験となりました。更に、平成29年３月
よりスタートした求人媒体「Happiness」は近隣での働き手を求める広告主と近隣での仕事を求
める求職者の需要をとらえ、平成30年８月末現在、11エリア107万部を発行するまでに拡大し
ております。
　以上の結果、当連結会計年度における売上高は、ホームページ制作等のWEB関連と求人媒体
「Happiness」の好調により4,069,740千円（前期比2.9％増）と増加し、経常利益は21,884千
円（前期は経常損失152,081千円）、親会社株主に帰属する当期純利益は1,837千円（前期は親
会社株主に帰属する当期純損失161,476千円）となりました。

(2) 設備投資の状況
　当連結会計年度中において実施しました当社グループの設備投資の総額は41,419千円であり
ます。
　なお、取得した主要な設備は、業務自動化システム10,500千円、丁合機7,800千円、千葉配送
センター増床に係る設備6,631千円であります。

(3) 資金調達の状況
　当連結会計年度における資金調達はございません。

(4) 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
　該当事項はありません。

(5) 他の会社の事業の譲受けの状況
　該当事項はありません。

(6) 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　該当事項はありません。

(7) 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権の取得又は処分の状況
　該当事項はありません。
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(8) 財産及び損益の状況の推移
①　企業集団の財産及び損益の状況

（単位：千円）

区 分 第31期
(平成27年８月期)

第32期
(平成28年８月期)

第33期
(平成29年８月期)

第34期
(当連結会計年度)
(平成30年８月期)

売 上 高 3,457,147 3,806,122 3,955,539 4,069,740

経 常 利 益 又 は
経 常 損 失 （ △ ） 79,333 △163,442 △152,081 21,884

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 又 は 当 期
純 損 失 （ △ ）

25,074 △246,050 △161,476 1,837

１株当たり当期純利益
又 は 当 期 純 損 失 (△ ) 13円59銭 △133円45銭 △87円58銭 0円99銭

総 資 産 1,634,826 1,804,125 1,618,502 1,523,694

純 資 産 894,636 605,096 439,933 438,083

②　当社の財産及び損益の状況
（単位：千円）

区 分 第31期
(平成27年８月期)

第32期
(平成28年８月期)

第33期
(平成29年８月期)

第34期
( 当 事 業 年 度 )
(平成30年８月期)

売 上 高 3,092,181 3,094,555 3,234,146 3,361,532

経 常 利 益 又 は
経 常 損 失 ( △ ) 113,892 △269,132 △122,905 26,597

当 期 純 利 益 又 は
当 期 純 損 失 ( △ ) 61,438 △330,657 △130,480 8,890

１株当たり当期純利益
又 は 当 期 純 損 失 (△ ) 33円32銭 △179円34銭 △70円77銭 4円82銭

総 資 産 1,500,085 1,588,932 1,456,014 1,394,279

純 資 産 931,000 581,869 447,701 452,903
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(9) 対処すべき課題
　当社グループは、地域新聞社が発行するフリーペーパー「ちいき新聞」及びショッパー社が発
行する「地域新聞ショッパー」紙面に掲載する広告枠を販売し、かつ当該広告を地域新聞社が制
作して、一連のサービスの対価を当該顧客から収受する「新聞等発行事業」をはじめ、「折込チ
ラシ配布事業」や「販売促進総合支援事業」等の広告関連事業を主たる事業と位置づけ、１都４
県に地域密着型の事業展開を行ってまいりました。
　当社グループは、今後も引き続き前述の広告関連事業を主たる事業とし、１都４県における事
業展開を行い、更なる業容の拡大を図るにあたり、以下の課題に取り組んでまいります。

①　ショッパー社とのシナジー最大化について
　ショッパー社の財務状況は債務超過が常態化しております。今後、地域新聞社とショッパー
社双方が有する顧客基盤、編集・営業ノウハウを融合させ、経営資源の共有、活用を積極的に
推進し、当社グループのシナジーの最大化に注力してまいります。しかし、株式会社ショッパ
ー社の再建が計画通りにいかない場合には、当社グループの継続的な事業拡大が阻害され、事
業、業績又は財政状態に悪影響が及ぶ可能性があります。

②　有能な人材の採用と育成について
　当社グループの事業の拡大には有能な人材の確保が不可欠であるため、当社にとって有能な
人材の継続的な採用は最も重要な課題の１つであります。そこで、当社は平成13年度から定期
新卒採用活動を展開し、また中途採用についても通年で計画的に取り組んでおります。当社は
これらの継続的な活動を通じて採用活動のノウハウを蓄積してまいりましたが、今後は採用す
る人材の量に加え、質を更に高めるよう努力してまいります。また、更なる事業エリアの拡大
とその展開速度を上げるためには採用した人材は無論のこと、既存の従業員の弛まぬ育成が必
要であることから、当社グループは従業員研修プログラムを定期的に見直す等、人材育成のノ
ウハウの更なる蓄積及び充実を図り、今後も人材育成に継続的に取り組んでまいります。

③　ナショナルクライアント（注）の新規開拓について
　当社グループの事業のうち、広告関連事業である「新聞等発行事業」、「折込チラシ配布事
業」及び「販売促進総合支援事業」に係る主要な顧客は、発行エリア（版）内における比較的
狭小な地域を商圏とする中小企業であります。今後、当社グループが発行エリア（版）外の地
域に事業エリアを展開するに際しても、当該事業エリアにおける地場の中小企業を主要顧客層
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として開拓していく方針に変わりはありませんが、日本全国を商圏としているナショナルクラ
イアントを開拓し、新しい事業エリアに進出するために当該ナショナルクライアントから当該
地域における広告関連受注を獲得していくことが今後の当社の成長に欠かすことのできない戦
略であると考えられることから、当社グループはＳＰ営業部を中心にナショナルクライアント
の開拓に努めてまいります。

 

（注）ナショナルクライアントとは、全国的に認知されたブランド（ナショナルブランド）を有し、広告
や販売促進等のマーケティング活動を全国規模で積極的に展開する広告依頼主を指す業界用語で
あります。

④　「ちいき新聞」の広告効果の向上
　フリーペーパー市場の競争は更に激しさを増し、新聞等発行事業の収益力が低下しているこ
とから、地域新聞社において、平成28年９月より効果向上支援室を創設し、広告効果の調査・
研究を徹底して行い、「届くのを待ってくれるファン読者」の数を増加させてまいります。こ
の読者増により広告効果を向上させ、紙面広告の継続率を高めてまいります。広告効果を高め
る仕組みを構築することにより、他社との差別化を図り、広告効果を最大化し、収益力を高め
てまいります。

⑤　新商品の開発及び新規事業の早期育成
　主力事業である新聞等発行事業の市場規模が縮小していくことが予想されることから、全売
上高に占める新聞等発行事業のシェアを46.8％（平成30年８月期）から、中長期的に30％に
低減させていきます。それを実現するために、新たな収益の柱として、地域新聞社の事業開発
室及びＳＰ営業部を中心に、当社グループが持っているリソースを最大限に活用し、行政関連
事業及びその他の新規事業の育成を積極的に行ってまいります。

― 6 ―
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(10) 重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況

　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

株 式 会 社 シ ョ ッ パ ー 社 90,000千円 100％ フリーペーパーの発行

(11) 主要な事業内容（平成30年８月31日現在）
　当社グループは、新聞等発行事業、折込チラシ配布事業、販売促進総合支援事業、その他の事
業を行っておりますが、各事業の内容は以下のとおりであります。
事 業 部 門 事 業 の 内 容

新 聞 等 発 行 事 業 購読料のかからない地域に密着した生活情報紙（フリーペーパー）を発行し、
独自の配布網で全戸手配りにて毎週発行しております。

折込チラシ配布事業 広告主のチラシを地域に根ざした当社グループの生活情報紙に折込んで配布
し、消費者に身近な広告情報として定着しております。

販売促進総合支援事業 顧客からの多様な要望に対しセールスプロモーションの企画から運営までを受
注しております。

そ の 他 の 事 業
モバイル広告やホームページ制作のＷＥＢ事業を行っております。また、趣
味、娯楽からダンス・ストレッチなど幅広いジャンルのカルチャースクールを
運営しております。その他、生活情報紙の紙面等を活用した通信販売事業やチ
ケット販売事業を行っております。

― 7 ―
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(12) 主要な営業所（平成30年８月31日現在）
①　当社の主要な事業所

名 称 所 在 地

本 社 千葉県船橋市

八 千 代 支 社 千葉県八千代市

津 田 沼 支 社 千葉県八千代市

成 田 支 社 千葉県成田市

船 橋 支 社 千葉県鎌ケ谷市

千 葉 支 社 千葉県千葉市中央区

市 原 支 社 千葉県市原市

松 戸 支 社 千葉県松戸市

柏 支 社 千葉県柏市

越 谷 支 社 埼玉県越谷市

編 集 セ ン タ ー 千葉県八千代市

千 葉 配 送 セ ン タ ー 千葉県八千代市

埼 玉 配 送 セ ン タ ー 埼玉県越谷市

（注）津田沼支社は平成30年１月27日をもって八千代市に移転しました。

②　子会社の主要な事業所
名 称 所 在 地

本 社 千葉県船橋市

町 田 相 模 原 支 社 東京都町田市

八 王 子 支 社 東京都八王子市

所 沢 支 社 埼玉県所沢市

さ い た ま 支 社 埼玉県さいたま市大宮区

― 8 ―
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(13) 使用人の状況（平成30年８月31日現在）
①　企業集団の使用人の状況
使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

205名 10名減

（注）１．上記の使用人数には、パートタイマー93名（８時間／日　換算）は含まれておりません。
２．当社グループは単一セグメントであるため、セグメント別の記載はしておりません。

②　当社の使用人の状況
使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

171名 3名増 33.7歳 5.6年

（注）１．使用人数は、当社から他社への出向者を除いております。
２．上記の使用人数には、パートタイマー79名（８時間／日　換算）は含まれておりません。
３．平均年齢、平均勤続年数は、それぞれ表示単位未満の端数を四捨五入して表示しております。

(14) 主要な借入先及び借入額（平成30年８月31日現在）
借 入 先 借 入 残 高

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 143百万円

株 式 会 社 千 葉 銀 行 40百万円

株 式 会 社 京 葉 銀 行 40百万円

株 式 会 社 り そ な 銀 行 40百万円

株 式 会 社 千 葉 興 業 銀 行 40百万円

(15) その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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２．株式に関する事項（平成30年８月31日現在）
(1) 発行可能株式総数 4,000,000株
(2) 発行済株式の総数 1,843,800株

(自己株式181株含む)
(3) 株主数 560名
(4) 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株
 

数（株) 持 株 比
 

率（％)

近 間 之 文 689,700 37.41

株 式 会 社 中 広 374,300 20.30

株 式 会 社 S B I 証 券 72,000 3.91

ダ イ オ ー プ リ ン テ ィ ン グ 株 式 会 社 51,300 2.78

坂 田 勇 樹 50,200 2.72

近 間 久 子 49,600 2.69

中 村 　 剛 48,000 2.60

地 域 新 聞 社 従 業 員 持 株 会 47,700 2.59

関 　 房 子 38,200 2.07

近 間 卓 也 32,000 1.74

（注）持株比率は自己株式（181株）を控除して計算しております。

― 10 ―
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３．新株予約権等に関する事項
(1) 会社役員の保有する新株予約権等の状況（平成30年８月31日現在）

①　取締役（社外役員を除く）の保有する新株予約権等
　該当事項はありません。

②　社外取締役（社外役員に限る）の保有する新株予約権等
　該当事項はありません。

③　監査役の保有する新株予約権等
　該当事項はありません。

(2) 当該事業年度中における新株予約権等の交付の状況
　該当事項はありません。

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項
　該当事項はありません。

― 11 ―
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４．会社役員に関する事項
(1) 取締役及び監査役に関する事項（平成30年８月31日現在）
会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 近 間 之 文 株式会社ショッパー社代表取締役社長

常 務 取 締 役 山 田 　 旬 株式会社ショッパー社専務取締役

取 締 役 三 島 崇 史 管理本部本部長兼人事総務部部長
株式会社ショッパー社取締役

取 締 役 松 川 真 士 営業本部本部長

取 締 役 金 箱 義 明 業務本部本部長兼ＣＳ推進室室長

取 締 役 田 中 康 郎 弁護士、株式会社建設技術研究所社外監査役

常 勤 監 査 役 色 部 文 雄 株式会社ショッパー社監査役

監 査 役 小 泉 大 輔
公認会計士、税理士、株式会社オーナーズブレイ
ン代表取締役、株式会社アイティフォー社外取締
役、株式会社成和社外取締役、株式会社ニュー
ズ・ツー・ユー・ホールディングス監査役

監 査 役 丸 　 野 　 登 紀 子 弁護士、株式会社ニチリョク社外監査役

（注）１．取締役田中康郎氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役色部文雄、小泉大輔及び丸野登紀子の各氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であり

ます。
３．当事業年度中の取締役及び監査役の異動は次のとおりであります。

常務取締役宮本浩二氏は、平成30年７月31日付をもって辞任により退任いたしました。なお、同氏
は株式会社ショッパー社の取締役も同日をもって辞任により退任いたしました。
取締役久保田仁氏は、平成29年11月27日開催の第33期定時株主総会終結の時をもって、任期満了に
より退任いたしました。

４．監査役丸野登紀子氏は、弁護士の資格を持ち、法務に関する相当程度の知見を有しております。
５．監査役小泉大輔氏は、公認会計士及び税理士の資格を持ち、財務及び会計に関する相当程度の知見を

有しております。
６．当社は、取締役田中康郎、監査役色部文雄、小泉大輔及び丸野登紀子の各氏を東京証券取引所の定め

に基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

― 12 ―
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(2) 責任限定契約の内容の概要
　当社は、社外取締役田中康郎氏及び社外監査役丸野登紀子氏との間で、会社法第427条第１項
の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該
契約に基づく損害賠償責任は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度としておりま
す。

(3) 取締役及び監査役の報酬等の額
区 分 支 給 人 員 報 酬 等 の 額

取 締 役
 

(う ち 社 外 取 締
 

役)
8名
(2名)

90,250千円
(2,400千円)

監 査 役
 

(う ち 社 外 監 査
 

役)
3名
(3名)

12,240千円
(12,240千円)

合 計
 

(う ち 社 外 役
 

員)
11名
(5名)

102,490千円
(14,640千円)

（注）１．報酬限度額
定時株主総会（平成17年11月25日開催）にて決議
取締役 年額 300,000千円
監査役 年額 30,000千円

２．上記のほか、社外役員が当社の子会社から受けた役員としての報酬額は360千円であります。
３．上記には、平成29年11月27日開催の第33期定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役１名

及び平成30年７月31日付をもって退任した取締役１名を含んでおります。

― 13 ―
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(4) 社外役員に関する事項
①　重要な兼職先である法人等と当社との関係

　取締役田中康郎氏は、株式会社建設技術研究所社外監査役を兼務しておりますが、同社と当
社との間に特別の関係はありません。
　監査役色部文雄氏は、株式会社ショッパー社監査役を兼務しており、同社は当社の連結子会
社であります。
　監査役小泉大輔氏は、株式会社オーナーズブレイン代表取締役、株式会社アイティフォー社
外取締役、株式会社成和社外取締役及び株式会社ニューズ・ツー・ユー・ホールディングス監
査役を兼務しておりますが、各社と当社との間に特別の関係はありません。
　監査役丸野登紀子氏は、株式会社ニチリョク社外監査役であります。当社は同社との間に広
告掲載の取引関係があります。

②　主な活動状況
区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

取 締 役 田 中 康 郎
平成29年11月27日に取締役就任後、当事業年度に開催した
取締役会16回のうち15回に出席いたしました。豊富な経験
と高い見識に基づき適宜、必要な発言を行っております。

監 査 役 色 部 文 雄
当事業年度に開催した取締役会20回のうち20回に出席し、
また、監査役会14回のうち14回に出席いたしました。豊富
な経験と高い見識に基づき適宜、必要な発言を行っておりま
す。

監 査 役 小 泉 大 輔
当事業年度に開催した取締役会20回のうち18回に出席し、
また、監査役会14回のうち12回に出席いたしました。公認
会計士及び税理士としての専門的な見地から適宜、必要な発
言を行っております。

監 査 役 丸 　 野 　 登 紀 子
当事業年度に開催した取締役会20回のうち20回に出席し、
また、監査役会14回のうち14回に出席いたしました。弁護
士としての専門的な見地から適宜、必要な発言を行っており
ます。

― 14 ―
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５．会計監査人の状況
(1) 名称　　　　　　　　　　三優監査法人

(2) 報酬等の額
支 払 額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 24,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利
益の合計額 24,000千円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人としての報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前
期の監査の分析・評価、監査計画における監査時間・配員計画、会計監査人の職務執行状況、報酬見
積の相当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額につき、会社法第399条第１項の同意
を行っております。

(3) 非監査業務の内容
　該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定方針
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場
合は、会計監査人を解任します。また、その他会計監査人の適格性及び独立性等職務の遂行に関
する事項等について支障があると判断される場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案
を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。

６．剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、株主への利益還元を重要な課題として認識しており、継続的かつ安定した配当を行うこ
とを基本方針としております。
　当連結会計年度につきましては１株当たり２円の普通配当を実施することにいたしました。
　なお、今後におきましても、内部留保の充実を図りつつ、各連結会計年度の業績推移及び利益剰
余金の状況を勘案しながら株主への利益還元を検討していく方針であります。
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７．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務
の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備についての決定内容は以下
のとおりであります。

(1) 当社の取締役・使用人等の職務執行が法令・定款等に適合することを確保するための体制
（会社法第362条第４項第６号及び会社法施行規則第100条第１項第４号）
①　社長を委員長とする「内部統制委員会」を設置し、コンプライアンス規程に基づき、コンプ

ライアンス基本方針、内部統制重点行動指針を制定する。
②　内部統制委員会は、隔月１回以上開催し、活動内容については、定期的に取締役会及び監査

役会に報告する。各本部に内部統制推進委員を配置し、定期的な研修を実施するとともに、
内部監査を実施する。

③　組織を横断する各種組織（内部統制委員会、業務改革委員会、衛生委員会）を設置し、法令
及び定款に適合することを確保する。

④　内部監査室は、コンプライアンス規程及び内部統制委員会の実施状況を監査し、他の業務監
査を含め定期的に取締役会及び監査役会に報告する。

⑤　内部監査室は、監査実施項目及び実施方法を検証し、監査実施項目に遺漏なきよう確認し、
必要があれば内部監査規程の改訂を提案する。

⑥　企業経営及び日常業務に関する必要なアドバイスは顧問弁護士により受ける体制を構築する。
⑦　「ヘルプライン通報窓口」に内部監査室室長を任命し内部通報及び社員相談に迅速に対応で

きる体制を構築する。
⑧　反社会的勢力及び団体とは一切の係わりをもたず、毅然とした態度で臨み、これを断固とし

て排除することを基本方針とし、コンプライアンス規程及びコンプライアンス基本方針にお
いて社内に周知徹底する。

⑨　財務報告に係る内部統制を整備・運用し、その有効性を適切に評価報告するための体制を構
築する。

(2) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
（会社法施行規則第100条第１項第１号）
①　取締役及び使用人の職務の執行に係る情報については、情報セキュリティポリシー並びに情

報システム基本規程及び文書管理規程に基づき適切に管理を行い、必要に応じて閲覧可能な
状態を維持する。

②　文書の保管期間は、法令に特段の定めのない限り、文書管理規程に定めるところによる。
③　文書保存及び管理に係る事務に関しては、人事総務部部長が所管する。
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(3) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（会社法施行規則第100条第１項第２号）
①　事業に関連する内外の様々なリスクを適切に管理し、事業の遂行とリスク管理のバランスを

取りながら持続的成長による企業価値の向上を目指し、「リスク管理規程」に基づき、取締
役により構成される「内部統制委員会」を設置する。

②　「内部統制委員会」は、組織横断的な各委員会を統括し、当社全体のリスクマネジメントの
運営にあたるとともに、リスクマネジメントを継続的に改善する。

③　各本部においては、リスクへの適切な対応を行うために、現状を正しく評価し、リスクの分
析と対策の実施を行い、リスクマネジメントを継続的に改善する。

④　クライシスマネジメントについては、ＢＣＰマニュアルを基本とし、非常事態に迅速に対応
できる体制を構築する。

⑤　内部監査室は、内部監査規程に基づき定期的に業務監査を行い、リスク管理状況と併せて取
締役会及び監査役会へ報告をする。

⑥　内部監査室の監査により法令・定款違反その他の事由に基づき損失のリスクのある業務執行
行為が発見された場合には、発見されたリスクの内容及びそれがもたらす損失の程度等につ
いて直ちに内部統制委員会及び各本部長に通報する体制を構築する。

(4) 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（会社法施行規則第100条第１項第３号）
①　経営理念、長期基本方針に基づき事業遂行のための年度計画及び中期計画を策定する。
②　職務執行の効率性を向上させ、採算管理の徹底を図るために、各計画の達成状況を検証し、

結果を業務に反映させる。
③　取締役会規程により定められている事項及びその付議基準に該当する事項については、すべ

て取締役会に付議することを遵守し、原則として、月１回取締役会を開催する。また、取締
役並びに常勤監査役を以て構成される経営会議において、経営方針、経営戦略及び業務執行
に関する重要な議題について検討し、その審議を経て速やかな業務執行を行うものとする。

④　取締役会の決定による業務執行については、業務分掌規程及び職務権限規程等に基づき権限
の委譲が行われ、各部門、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り適正且つ効率的に職務
の執行を行うこととする。
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(5) 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
（会社法第362条第４項第６号及び会社法施行規則第100条第１項第５号）
①　当社及び子会社（以下「グループ各社」という）は、共通の経営理念の下でグループ各社相

互の協調及び発展を目指す。
②　グループ各社の内部統制システムについては、当社の内部統制システムを共通の基盤として

構築し、グループ各社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達が効
率的に行われる体制を構築する。

③　グループ各社の取締役等で構成されるグループ経営会議にて情報交換を行い、グループ連結
経営の円滑な運営と堅実な発展を目指す。

④　グループ各社の代表取締役は、各社の内部統制システム運用の権限と責任を負う。

イ．子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
（会社法施行規則第100条第１項第５号イ）
　当社は、子会社の取締役に、重要な人事、資産の取得・譲渡、毎月の業務実績、取締役会
議題その他経営上の重要事項についてグループ経営会議において定期的に当社へ報告させる
ものとする。また、当社は、グループ各社において重要な検討事項が生じた場合には、グル
ープ各社を横断した委員会を設置するなどして検討を行う。

ロ．子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（会社法施行規則第100条第１項第５号ロ）
①　当社は、グループ全体のリスク管理について定める「リスク管理規程」に基づき、当社

内部統制委員会は、グループ会社全体のリスクマネジメントの運営にあたるとともに、
リスクマネジメント体制の整備、運用状況の確認を行う。

②　子会社は、当社内部統制委員会が定める方法を参考の上、各社のリスクマネジメントを
実施し、その状況を当社内部統制委員会へ報告する。

ハ．子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（会社法施行規則第100条第１項第５号ハ）
①　当社は、当社グループの経営理念、長期基本方針に基づき、グループ各社の事業遂行の

ためのグループ年度計画及び中期計画を策定する。
②　当社は、子会社に、当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため

の体制（前記(4)）に準拠した体制を構築させる。
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ニ．子会社の取締役、監査役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制

（会社法施行規則第100条第１項第５号ニ）
①　当社は、当社コンプライアンス基本方針を子会社にも適用させるものとする。
②　当社の監査役及び内部監査室は、必要に応じて子会社の監査を実施する。
③　当社は、子会社に、子会社が当社から経営管理・経営指導について、その内容が法令違

反やコンプライアンス上問題があると認めた場合には、当社の内部監査室又は当社の監
査役へ報告させることとする。

④　当社の監査役は、定期的にグループ監査役会を開催し、子会社の監査役と意見交換を行
う。

⑤　当社は、当社の「ヘルプライン担当窓口」の利用対象をグループ全体にまで拡大し、グ
ループ会社の内部通報及び社員相談に迅速に対応できる体制を構築する。

(6) 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関
する事項

（会社法施行規則第100条第３項第１号）
　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、監査役会と協議の上、当社
の使用人の中から監査役補助者を１名以上配置することとする。

(7) 当社の監査役の職務を補助すべき使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項
（会社法施行規則第100条第３項第２号）
　監査役の職務を補助すべき使用人の人事異動、人事評価、懲戒については、監査役会の同意を
必要とし、取締役からの独立性を確保するものとする。

(8) 当社の監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
（会社法施行規則第100条第３項第３号）
　監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役から命じられた職務に関しては、取締役及び当該
使用人の属する組織の上長等の指揮命令を受けないものとし、もっぱら監査役の指揮命令に従わ
なければならない。
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(9) 当社の監査役への報告に関する体制
（会社法施行規則第100条第３項第４号）
イ．当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制

（会社法施行規則第100条第３項第４号イ）
①　当社の取締役及び使用人は、下記の事項について、発見次第、遅滞なく当社の監査役に報

告する。
ⅰ．職務執行に関して重大な法令・定款違反又は不正行為の事実
ⅱ．会社に著しい損害をおよぼすおそれのある事項
ⅲ．会社の業務又は業績に影響を与える重要な事項

②　当社の取締役及び使用人は、当社の監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応
じて必要な報告及び情報提供を行う。

③　当社の監査役は、当社の取締役会、経営会議、その他コンプライアンスに関連する各種委
員会へ出席し、当社の経営、業績及び内部統制に関する重要事項について報告を受ける。

ロ．子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報
告をするための体制

（会社法施行規則第100条第３項第４号ロ）
①　子会社の全ての役員及び従業員（以下「役職員」という）は、下記の事項について、発見

次第、遅滞なく当社の監査役に報告する。
ⅰ．職務執行に関して重大な法令・定款違反又は不正行為の事実
ⅱ．会社に著しい損害をおよぼすおそれのある事項
ⅲ．会社の業務又は業績に影響を与える重要な事項

②　子会社の役職員は、当社の監査役から報告を求められた場合には、速やかに必要な報告及
び情報提供を行う。

(10) 当社の監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないこと
を確保するための体制

（会社法施行規則第100条第３項第５号）
　当社は、当社の監査役へ報告をしたグループ会社の役職員に対し、当該報告をしたことを理由
として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨をヘルプライン運用規程に明記するとともに、
グループ会社の役職員に周知徹底する。
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(11) 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執
行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

（会社法施行規則第100条第３項第６号）
①　当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前

払等の請求をしたときは、経理部において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監
査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理
する。

②　当社は、監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算を
設ける。

(12) その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
（会社法施行規則第100条第３項第７号）
①　当社の代表取締役は、当社の監査役と定期的に会合をもち、業務報告とは別に会社運営に関

する意見交換のほか、意思疎通を図るものとする。
②　当社の監査役は、当社の会計監査人、内部監査室とそれぞれ定期的に意見交換を行い、効率

的な監査を実施する。
③　当社の監査役は、当社の監査役会規則及び監査役監査基準に則り、適法性の監査のみならず、

リスク管理、内部統制システムの整備・運用状況を含む取締役の業務執行状況の監査を行う。
④　当社の監査役は、必要に応じて、弁護士・会計士等の外部専門家と連携し監査業務の執行に

あたる。

当該体制の運用状況の概要
　当社は、定期的に内部統制委員会を開催し、問題事象の検討及び再発防止策の協議を行い、取締役
会及び監査役会に報告しております。そのほか、「内部統制重点行動指針」を朝礼時に唱和し、取締
役及び使用人のコンプライアンス意識の浸透に努めております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成30年８月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
売 掛 金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
貯 蔵 品
前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
 

（有 形 固 定 資
 

産）
建 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
リ ー ス 資 産

 

（無 形 固 定 資
 

産）
ソ フ ト ウ エ ア
リ ー ス 資 産
そ の 他

 

（投資その他の資
 

産）
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

1,215,096
704,345
438,144

76
12,097
1,289

28,588
8,758

24,895
△3,100

308,597
76,470
30,107
10,284

1
6,556

29,520
44,684
35,868
8,815

0
187,442

40,724
155,467
△8,749

負 債 の 部
流 動 負 債 633,445

買 掛 金 145,953
１年内返済予定の長期借入金 79,992
リ ー ス 債 務 16,552
未 払 金 309,267
未 払 費 用 12,584
未 払 法 人 税 等 7,589
賞 与 引 当 金 2,465
ポ イ ン ト 引 当 金 800
返 品 調 整 引 当 金 2,540
そ の 他 55,701

固 定 負 債 452,165
長 期 借 入 金 225,012
リ ー ス 債 務 31,627
退 職 給 付 に 係 る 負 債 171,960
資 産 除 去 債 務 19,101
そ の 他 4,463

負 債 合 計 1,085,610
純 資 産 の 部
株 主 資 本 438,083

資 本 金 203,112
資 本 剰 余 金 133,112
利 益 剰 余 金 101,925
自 己 株 式 △67

純 資 産 合 計 438,083
資 産 合 計 1,523,694 負 債 及 び 純 資 産 合 計 1,523,694
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連 結 損 益 計 算 書

(平成29年 9 月 1 日から
平成30年 8 月31日まで)

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 4,069,740
売 上 原 価 1,147,942

売 上 総 利 益 2,921,798
返 品 調 整 引 当 金 戻 入 額 5,620
返 品 調 整 引 当 金 繰 入 額 2,540
差 引 売 上 総 利 益 2,924,878

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,903,575
営 業 利 益 21,302

営 業 外 収 益
受 取 利 息 100
受 取 手 数 料 331
保 険 解 約 益 296
助 成 金 収 入 2,063
違 約 金 収 入 508
物 品 売 却 益 499
そ の 他 978 4,777

営 業 外 費 用
支 払 利 息 4,155
そ の 他 40 4,196
経 常 利 益 21,884

特 別 損 失
減 損 損 失 1,625
リ ー ス 解 約 損 1,016 2,642

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 19,241
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 8,974
法 人 税 等 調 整 額 8,429 17,403
当 期 純 利 益 1,837
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,837
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連結株主資本等変動計算書

(平成29年 9 月 1 日から
平成30年 8 月31日まで)

（単位：千円）
株 主 資 本

純 資 産 合 計
資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 203,112 133,112 103,775 △67 439,933 439,933

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △3,687 △3,687 △3,687

親会社株主に帰属する当期純利益 1,837 1,837 1,837

自 己 株 式 の 取 得 0 0 0

当 期 変 動 額 合 計 － － △1,849 0 △1,849 △1,849

当 期 末 残 高 203,112 133,112 101,925 △67 438,083 438,083
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連　結　注　記　表

１．記載金額は表示単位未満を切り捨てて表示しております。

２．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
(1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数及び連結子会社の名称
連結子会社の数　　１社
連結子会社の名称　株式会社ショッパー社

(2) 持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、６月30日であります。

　連結計算書類作成にあたっては、同決算日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取
引については、連結上必要な調整を行っております。

３．会計方針に関する事項
(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

製品、配布品及び
仕掛品

……………個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下
げの方法により算定）によっております。

商 品 及 び 貯 蔵 品……………最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの
方法により算定）によっております。

(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）
　定率法によっております。
　ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）は定額法によっております。ま
た、平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備は定額法によっております。
　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　　６～26年
機械及び装置　　　　　７～10年
工具、器具及び備品　　３～15年
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無形固定資産（リース資産を除く）
　ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（３～５年）に基づく定額法によ
っております。

リース資産
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残
存価額をゼロとする定額法によっております。

長期前払費用
　定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準
貸倒引当金…………………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等の特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、
回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金…………………従業員の賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度
の負担額を計上しております。

ポイント引当金……………付与したポイントの将来使用される負担に備えるため、当連結会計年度にお
けるポイント未使用残高のうち将来使用される見込額をポイント引当金とし
て計上しております。

返品調整引当金……………出版物の出荷後の返本による損失に備えるため、当連結会計年度における出
版物の売上金額のうち返本される見込額を算定し、返品調整引当金として計
上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法
　当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要
支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(5) その他連結計算書類作成のための重要な事項
消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
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４．表示方法の変更に関する注記
（連結損益計算書関係）

　前連結会計年度において、営業外収益の「その他」に含めておりました「物品売却益」（前連結会計年度
320千円）については、重要性が高まったため、当連結会計年度より区分掲記しております。

５．連結貸借対照表に関する注記
(1) 担保に供している資産

下記の資産は、営業保証金として差し入れております。
長期性預金 5,000千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 104,185千円

６．連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末株式数

普 通 株 式 1,843,800株 － － 1,843,800株

(2) 新株予約権に関する事項
　該当事項はありません。

(3) 剰余金の配当に関する事項
①　配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の総額
（千円）

１ 株 当 た り
配 当 額 (円 ) 基 準 日 効 力 発 生 日

平成29年10月10日取締役会 普通株式 3,687 2 平成29年８月31日 平成29年11月13日
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②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの
平成30年10月5日開催取締役会決議

・配当金の総額 3,687千円
・配当の原資 利益剰余金
・１株当たり配当額 2円
・基準日 平成30年 8 月31日
・効力発生日 平成30年11月14日

７．金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
　当社は、資金運用については安全性の高い銀行預金等に限定しており、投機的な取引は行わない方針
であります。

②　金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である売掛金は債務者の信用リスクに晒されております。
　営業債務である買掛金、未払金及び未払費用は、ほとんど１年以内の支払期日であります。
　借入金は、運転資金の調達を目的としたものであり、一部の借入金については金利変動リスクに晒さ
れております。

③　金融商品に係るリスク管理体制
１）信用リスク（債務者の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社は、与信管理規程等に従い売掛金について債務者の状況をモニタリングし、債務者ごとに期日及
び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

２）市場リスク（金利の変動リスク）の管理
　当社は、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利の変動状況を継続的に把握し、
複数の金融機関と取引することで、支払金利の抑制に努めております。

３）資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
　当社は、経理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性
リスクを管理しております。
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(2) 金融商品の時価等に関する事項
　平成30年８月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。

（単位：千円）
連結貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 現金及び預金 704,345 704,345 －

(2) 売掛金（※１） 435,044 435,044 －

資産計 1,139,389 1,139,389 －

(1) 買掛金 145,953 145,953 －

(2) 未払金 309,267 309,267 －

(3) 長期借入金（※２） 305,004 303,489 △1,514

負債計 760,224 758,710 △1,514

（※１）売掛金に計上している貸倒引当金を控除しております。
（※２）１年内返済予定の長期借入金を長期借入金に含めて表示しております。

（注１）金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産
(1) 現金及び預金、(2) 売掛金

　現金及び預金並びに売掛金はすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該帳簿価額によっております。

負債
(1) 買掛金、(2) 未払金

　買掛金及び未払金はすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳
簿価額によっております。
(3) 長期借入金

　長期借入金の時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で
割り引いた現在価値により算出しております。
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（注２）金銭債権の決算日後の償還予定
（単位：千円）

１年以内

現金及び預金 704,345

売掛金 438,144

合計 1,142,489

（注３）長期借入金の決算日後の返済予定額
（単位：千円）

１年以内 １年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内 ５年超

長期借入金 79,992 79,992 79,992 63,322 1,706 －

合計 79,992 79,992 79,992 63,322 1,706 －

８．賃貸等不動産に関する注記
　該当事項はありません。

９．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 237円62銭
１株当たり当期純利益 0円99銭

10．重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。
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貸　借　対　照　表
（平成30年８月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
売 掛 金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
貯 蔵 品
前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
 

（有 形 固 定 資
 

産）
建 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
リ ー ス 資 産

 

（無 形 固 定 資
 

産）
ソ フ ト ウ エ ア
リ ー ス 資 産
そ の 他

 

（投資その他の資
 

産）
関 係 会 社 長 期 貸 付 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

1,109,512
688,563
359,909

76
10,386
1,223

24,715
8,758

18,378
△2,500

284,766
76,470
30,107
10,284

1
6,556

29,520
44,684
35,868
8,815

0
163,611
410,000
40,724

131,413
△418,527

負 債 の 部
流 動 負 債 484,985

買 掛 金 114,946
１年内返済予定の長期借入金 79,992
リ ー ス 債 務 12,763
未 払 金 213,887
未 払 費 用 12,584
未 払 法 人 税 等 6,789
前 受 金 7,579
賞 与 引 当 金 2,465
ポ イ ン ト 引 当 金 800
返 品 調 整 引 当 金 2,540
そ の 他 30,636

固 定 負 債 456,390
長 期 借 入 金 225,012
リ ー ス 債 務 27,022
退 職 給 付 引 当 金 123,634
関係会社事業損失引当金 61,386
資 産 除 去 債 務 17,329
そ の 他 2,003

負 債 合 計 941,375
純 資 産 の 部
株 主 資 本 452,903

資 本 金 203,112
資 本 剰 余 金 133,112

資 本 準 備 金 133,112
利 益 剰 余 金 116,746

そ の 他 利 益 剰 余 金 116,746
繰 越 利 益 剰 余 金 116,746

自 己 株 式 △67
純 資 産 合 計 452,903

資 産 合 計 1,394,279 負 債 及 び 純 資 産 合 計 1,394,279
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損　益　計　算　書

(平成29年 9 月 1 日から
平成30年 8 月31日まで)

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 3,361,532
売 上 原 価 938,124

売 上 総 利 益 2,423,407
返 品 調 整 引 当 金 戻 入 額 5,620
返 品 調 整 引 当 金 繰 入 額 2,540
差 引 売 上 総 利 益 2,426,487

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,362,234
営 業 利 益 64,253

営 業 外 収 益
受 取 利 息 2,917
受 取 手 数 料 331
保 険 解 約 益 296
助 成 金 収 入 2,063
違 約 金 収 入 508
物 品 売 却 益 499
そ の 他 912 7,528

営 業 外 費 用
支 払 利 息 4,032
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 10,000
関 係 会 社 事 業 損 失 引 当 金 繰 入 額 31,112
そ の 他 40 45,184
経 常 利 益 26,597

特 別 損 失
減 損 損 失 86
リ ー ス 解 約 金 1,016 1,103

税 引 前 当 期 純 利 益 25,493
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 8,174
法 人 税 等 調 整 額 8,429 16,603
当 期 純 利 益 8,890
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株主資本等変動計算書

(平成29年 9 月 1 日から
平成30年 8 月31日まで)

（単位：千円）
株 主 資 本

純資産合計
資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株主資本合計
資本準備金 資本剰余金合計

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 203,112 133,112 133,112 111,543 111,543 △67 447,701 447,701

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △3,687 △3,687 △3,687 △3,687

当 期 純 利 益 8,890 8,890 8,890 8,890

自 己 株 式 の 取 得 0 0 0

当 期 変 動 額 合 計 － － － 5,202 5,202 0 5,202 5,202

当 期 末 残 高 203,112 133,112 133,112 116,746 116,746 △67 452,903 452,903
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個　別　注　記　表

１．記載金額は表示単位未満を切り捨てて表示しております。

２．重要な会計方針に係る事項に関する注記
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式…………………移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
製品、配布品及び
仕掛品

……………個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下
げの方法により算定）によっております。

商品及び貯蔵品 ……………最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの
方法により算定）によっております。

(3) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）
　定率法によっております。
　ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）は定額法によっております。ま
た、平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備は定額法によっております。
　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　６～26年
機械及び装置　　　　７～10年
工具、器具及び備品　３～15年

無形固定資産（リース資産を除く）
　ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（３～５年）に基づく定額法によ
っております。

リース資産
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残
存価額をゼロとする定額法によっております。

長期前払費用
　定額法によっております。
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(4) 引当金の計上基準
貸倒引当金…………………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等の特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、
回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金…………………従業員の賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負
担額を計上しております。

ポイント引当金……………付与したポイントの将来使用される負担に備えるため、当事業年度末におけ
るポイント未使用残高のうち将来使用される見込額をポイント引当金として
計上しております。

返品調整引当金……………出版物の出荷後の返本による損失に備えるため、当事業年度末における出版
物の売上金額のうち返本される見込額を算定し、返品調整引当金として計上
しております。

退職給付引当金……………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。退職給付引当金及び退職給付費用の計算に退
職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便
法を適用しております。

関係会社事業損失引当金…関係会社の事業の損失に備えるため、関係会社に対する投資額を超えて当社
が負担することとなる損失見込額を計上しております。

(5) 消費税等の会計処理の方法
　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

３．表示方法の変更に関する注記
（損益計算書関係）

　前事業年度において、営業外収益の「その他」に含めておりました「物品売却益」（前事業年度298千円）
については、重要性が高まったため、当事業年度より区分掲記しております。
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４．貸借対照表に関する注記
(1) 有形固定資産の減価償却累計額 100,695千円

(2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）
短期金銭債権 28,165千円
短期金銭債務 3,020千円

５．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

営業取引による取引高
売上高 97,416千円
売上原価 25,529千円
販売費及び一般管理費 690千円

営業取引以外の取引高（収入分） 2,824千円

６．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び株式数に関する事項

株 式 の 種 類 当 事 業 年 度 期 首
株 式 数

当 事 業 年 度 増 加
株 式 数

当 事 業 年 度 減 少
株 式 数

当 事 業 年 度 末
株 式 数

普 通 株 式 180株 1株 － 181株
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７．税効果会計に関する注記
繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産（流動）

賞与引当金繰入額否認 4,987千円
貸倒引当金繰入額否認 761千円
返品調整引当金繰入額否認 773千円
未払法定福利費否認 749千円
未払事業税 1,242千円
その他 243千円

繰延税金資産合計（流動） 8,758千円
繰延税金資産（固定）

退職給付引当金否認 37,658千円
貸倒引当金繰入額否認 127,481千円
減損損失否認 4,127千円
関係会社株式評価損否認 8,478千円
関係会社事業損失否認 18,698千円
減価償却費否認 1,672千円
資産除去債務 5,278千円

繰延税金資産小計（固定） 203,394千円
評価性引当額 △160,850千円

繰延税金資産合計（固定） 42,543千円
繰延税金負債（固定）

資産除去費用 1,818千円
繰延税金負債合計（固定） 1,818千円
繰延税金資産純額 49,483千円
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８．関連当事者との取引に関する注記
（単位：千円）

種類 会社等の名称
議 決 権 等
の 所 有 （ 被
所 有 ） 割 合

関 連 当 事 者
と の 関 係 取引の内容 取 引 金 額 科 目 期 末 残 高

子会社 株 式 会 社
ショッパー社

所 有
直 接 1 0 0 ％

広告宣伝受託
役 員 の 兼 任
資 金 援 助

当社発行紙面
への広告掲載
及び折込広告

の受託
（注２）

資金の貸付
（注３）

97,416

10,000

売 掛 金

関 係 会 社
長 期 貸 付 金

（注４）

13,959

410,000

利息の受取
（注３） 2,824 流 動 資 産

そ の 他 487

（注）１．取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
２．取引金額は双方協議の上、決定しております。
３．株式会社ショッパー社に対する資金の貸付については、市場金利を勘案して決定しており、極度

500,000千円の範囲で貸付け、返済をすることとしております。なお、担保は受け入れておりませ
ん。

４．関係会社長期貸付金410,000千円に対し、貸倒引当金410,000千円を計上しております。また、当事
業年度において10,000千円の貸倒引当金繰入額を計上しております。

９．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 245円66銭
１株当たり当期純利益 4円82銭

10．重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

平成30年10月４日
株式会社地域新聞社

取締役会　御中
三優監査法人

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 齋 藤 浩 史 ㊞
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 井 上 道 明 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社地域新聞社の平成29年９月１日から平成
30年８月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株
主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的
な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算
書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及び
その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討す
ることが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、株式会社地域新聞社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損
益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

平成30年10月４日
株式会社地域新聞社

取締役会　御中
三優監査法人

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 齋 藤 浩 史 ㊞
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 井 上 道 明 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社地域新聞社の平成29年９月１日か
ら平成30年８月31日までの第34期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びそ
の附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細
書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の
基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施すること
を求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手
続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要
な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告
監　査　報　告　書

　当監査役会は、平成29年９月１日から平成30年８月31日までの第34期事業年度の取締役の職務の執行に関して各監査
役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(１)　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほ

か、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
(２)　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監

査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査
を実施しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応
じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしま
した。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会
社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備
に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている当該体制（内部統制システム）について、取締
役及び使用人等からその構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。子会社につい
ては、子会社の取締役及び使用人等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受け
ました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人
からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂
行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品
質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明
を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記
表）及びその附属明細書並びに連結計算書類(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注
記表)について検討いたしました。

２．監査の結果
(１)　事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する取

締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
(２)　計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人三優監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
(３)　連結計算書類の監査結果

　会計監査人三優監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
平成30年10月５日

株 式 会 社 地 域 新 聞 社 　 監 査 役 会
常 勤 監 査 役
(社外監査役) 色 部 文 雄 ㊞
社 外 監 査 役 小 泉 大 輔 ㊞
社 外 監 査 役 丸　野　登紀子 ㊞

 

（注）監査役色部文雄、同小泉大輔及び同丸野登紀子は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外監査役で
あります。

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　取締役６名選任の件
　取締役全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役６名
の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者
番　号

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る 当 社
の 株 式 数

１

ち か ま
近　間　

ゆ き ふ み
之　文

(昭和28年12月11日生)

昭和51年 ４月 株式会社健康の企画社入社

689,700株昭和59年 ８月 当社設立代表取締役社長（現任）
＜重要な兼職の状況＞
株式会社ショッパー社代表取締役社長

（取締役候補者とした理由）
　経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、当社の代表取締役に相応しい経験と能力を有して
おり、今後も当社経営を担うことが期待されるため、選任しました。

２

や ま だ
山　田　　　

じゅん
旬

(昭和45年８月20日生)

平成 ６年 ４月 第一生命保険相互会社入社

11,700株

平成10年 ４月 同社東大宮支部・蓮田支部支部長補佐
平成12年 ４月 同社大宮中支部支部長
平成16年 ２月 当社入社
平成18年 ９月 千葉支社支社長
平成21年 ９月 営業本部副本部長兼千葉支社支社長
平成22年 １月 営業本部本部長
平成22年 ２月 取締役
平成26年11月 常務取締役（現任）

＜重要な兼職の状況＞
株式会社ショッパー社専務取締役

（取締役候補者とした理由）
　営業分野における豊富な経験を有し、これらの経験、実績を活かし当社経営を担うことが期待され
るため、選任しました。
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候補者
番　号

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る 当 社
の 株 式 数

３

み し ま
三　島　

た か し
崇　史

(昭和52年５月18日生)

平成14年 ６月 株式会社ディー・ティー・ピー入社

10,300株

平成17年 ４月 当社入社
平成18年 ３月 管理部課長
平成19年 ２月 総務部部長
平成22年 ２月 取締役（現任）
平成23年 ９月 人事総務部部長（現任）
平成25年 ９月 編集・制作本部本部長
平成29年 ９月 管理本部本部長（現任）

＜重要な兼職の状況＞
株式会社ショッパー社取締役

（取締役候補者とした理由）
　人事総務分野での豊富な経験に加え、編集・制作分野に精通しており、当社経営を担うことが期待
されるため、選任しました。

４

ま つ か わ
松　川　

ま さ し
真　士

(昭和56年５月21日生)

平成16年 ４月 当社入社

1,800株

平成19年 ９月 成田支社支社長
平成20年 ９月 船橋支社支社長
平成25年 ９月 営業本部副本部長兼千葉支社支社長
平成26年11月 取締役（現任）

営業本部本部長兼船橋支社支社長
平成27年 ３月 営業本部本部長（現任）

（取締役候補者とした理由）
　営業分野における豊富な経験を有し、これらの経験、実績を活かし当社経営を担うことが期待され
るため、選任しました。
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候補者
番　号

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る 当 社
の 株 式 数

５

か ね ば こ
金　箱　

よ し あ き
義　明

(昭和34年２月19日生)

平成10年 ５月 当社入社

3,300株

平成12年10月 本社営業部部長
平成15年 ７月 東葛支社支社長
平成18年 ８月 代理店営業部部長
平成19年 ５月 当社退社
平成19年 ６月 個人事業主
平成22年 ８月 当社再入社　ＣＳ推進室室長（現任）
平成23年 ９月 ポスメイト管理部部長
平成26年11月 取締役（現任）

業務本部本部長（現任）
（取締役候補者とした理由）
　営業分野での豊富な経験に加え、当社のさまざまな部門に精通しており、当社経営を担うことが期
待されるため、選任しました。

６

た な か
田　中　

や す ろ う
康　郎

(昭和21年２月９日生)

昭和46年 ４月 判事補任官

－株

昭和56年 ４月 東京地方裁判所判事
昭和60年 ４月 国連アジア極東犯罪防止研修所研修部長
平成 ６年 ４月 東京地方裁判所部総括判事
平成15年 ２月 盛岡地方・家庭裁判所長
平成17年 ２月 東京高等裁判所部総括判事
平成21年 ３月 札幌高等裁判所長官
平成23年 ２月 弁護士登録（現任）
平成23年 ４月 明治大学法科大学院教授
平成27年 ３月 株式会社建設技術研究所社外監査役（現

任）
平成29年11月 当社社外取締役（現任）

（社外取締役候補者とした理由）
　過去に会社経営に関与していませんが、司法分野での豊富な経験及び知見を有しており、当社の企
業経営の健全性、透明性及びコンプライアンスの向上が期待されるため、選任しました。

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．田中康郎氏は社外取締役候補者であります。なお、当社は田中康郎氏を東京証券取引所の定めに基づ

く独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。田中康郎氏の再任が承認された場合は、引
続き同氏を独立役員とする予定であります。

３．田中康郎氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって１年となります。
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４．田中康郎氏と当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を
限定する契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定でありま
す。当該契約に基づく責任は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。（また
は「当該契約に基づく責任は、法令が規定する額としております。」）
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第２号議案　監査役２名選任の件
　監査役色部文雄及び丸野登紀子の両氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきまし
ては、監査役２名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は、次のとおりであります。
候補者
番　号

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
 

（重 要 な 兼 職 の 状
 

況）
所 有 す る 当 社
の 株 式 数

１

い ろ べ
色　部　

ふ み お
文　雄

(昭和24年２月５日生)

昭和42年 ３月 株式会社河合楽器製作所入社

17,600株

昭和50年 ３月 ピジョン株式会社入社
平成12年10月 同社執行役員営業本部副本部長
平成14年 ３月 同社監査室チーフマネージャー
平成17年 ４月 同社常勤監査役
平成21年 ８月 エフルート株式会社内部監査室長
平成22年11月 当社常勤社外監査役（現任）

＜重要な兼職の状況＞
株式会社ショッパー社監査役

（社外監査役候補者とした理由）
公開会社にて長年の豊富な経験、監査室及び監査役の経験を有しており、適切な監査の実施が期待さ
れるため、選任しました。

２

ま る の
丸　野　

と き こ
登紀子

(昭和48年７月21日生)

平成14年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会）

－株平成14年10月 出澤総合法律事務所入所（現任）
平成28年11月 当社社外監査役（現任）
平成29年 ６月 株式会社ニチリョク社外監査役（現任）

（社外監査役候補者とした理由）
社外役員になること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士の資格を持ち、法
律関係の高度な知識と豊富な経験を有しており、適切な監査の実施が期待されるため、選任しました。

（注）１．両候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
 

２．色部文雄氏及び丸野登紀子氏は、社外監査役候補者であります。なお、当社は色部文雄氏及び丸野
登紀子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。両
氏の再任が承認された場合は、引続き両氏を独立役員とする予定であります。

３．色部文雄氏及び丸野登紀子氏は現在、当社の社外監査役でありますが、それぞれの監査役としての在
任期間は、本総会終結の時をもって色部文雄氏が８年、丸野登紀子氏が２年となります。

４．丸野登紀子氏と当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任
を限定する契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であり
ます。当該契約に基づく責任は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。（ま
たは「当該契約に基づく責任は、法令が規定する額としております。」）

以　上
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メモ



 

平成 30 年 11 月 13 日 

株主各位 

千葉県船橋市湊町一丁目１番１号 

株 式 会 社 地 域 新 聞 社 

代表取締役社長 近間 之文 

招集通知記載事項の一部修正について 

当社「第 34 期定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部誤りがございましたので、お詫び

申し上げますとともに、下記のとおり修正のご連絡をさせて頂きます。 

 

記 

 

修正箇所（下線部分が修正箇所となります） 

 第 34 期定時株主総会招集ご通知 28 頁 

 連結注記表 

 ６．連結株主資本等変動計算書に関する注記 

 （３）剰余金の配当に関する事項 

  ② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度にな

るもの 

 

＜修正前＞ 

平成 30 年 10 月５日開催取締役会決議 

・配当金の総額   3,687 千円 

・配当の原資    利益剰余金 

・１株当たり配当額 ２円 

・基準日      平成 30 年 ８月 31 日 

・効力発生日    平成 30 年 11 月 14 日 

 

＜修正後＞ 

平成 30 年 10 月 10 日開催取締役会決議 

・配当金の総額   3,687 千円 

・配当の原資    利益剰余金 

・１株当たり配当額 ２円 

・基準日      平成 30 年 ８月 31 日 

・効力発生日    平成 30 年 11 月 14 日 

 

以 上 




